
＜許認可解析業務における解析結果の妥当性確認について＞ 
 
１．はじめに 
当社は、許認可に係る解析を実施する場合は、解析業務に係る品質保証活動を向上させ

るため、「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」

(JANSI-GQA-01－第 3 版 以下、本ガイドライン）を取り込んだ品質管理を行っている。 
  本資料では、本ガイドラインに基づく解析業務において実施する解析結果の妥当性確

認について示す。 
 
２．受注者（メーカー）による確認 
本ガイドライン「4.3 解析結果の審査、検証」（参考１参照）では、受注者には、解析
結果の適切性を含め解析業務全般を審査することを求めている。当該審査は解析に直接

従事する者とは別に選定された検証者が行っており、その活動の一環として検証者は、使

用するコードが解析対象に対し適正なものであるか、また以下の例に示す方法で解析結

果が受容できるものであるか等を確認している。 
 
a. 類似解析結果との比較 
b. 物理的又は工学的整合性の確認 
 
上記の確認においては、検証者が有する知見や経験値等に基づいた確認も実施される。今

回の、燃料棒周りに液膜が形成されることを考慮した未臨界性評価において、検証者が実施

した検討の一例を挙げる。 
 
○ 今回採用する液膜モデルでは、 

 
実効増倍率について SCALE コードは精度よく評価できる

ことを、                    により確認している。よって

SCALE コードは、                   の実効増倍率を評価す

るコードとして適正である。 
 
○ 審査過程で提示した、新燃料と燃焼燃料のチェッカーボード配置における水位低下時
の実効増倍率評価結果から、                         
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ことが知見として得られた。今回の基本ケースおよび感度解析ケース 
         妥当な結果であると判断できる。 

 
また                                 
 

チェッカー

ボード配置とした評価が妥当な結果であると判断できる。 
 
○                  と、 

                         を比較し、第１表のとおり                                 

 
              を確認した。 

 
第１表 類似解析結果との比較 

 
 
 

 
○ 第２表に示す                               

を比較し、                      
 
 

ことが予想できる。 
 

であったため予想の範囲と一致して 
いる。 

 
第２表 類似解析結果との比較 その２ 
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  また、基本ケースでの 
 
 
 

ことが予想できる。 
であり予想通りの傾向を示したことから、解析結果が 

妥当であると判断できる。 
 

３．発注者（事業者）による確認 
本ガイドラインでは発注者に対し、受注者による検証を含む審査の状況を確認するこ

とを求めており、今回未臨界性評価において当社は、参考２に示すチェックシートを用い

て審査状況を確認している。 
 

以上 
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(参考１) 原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン 4.3項(抜粋) 

 

 
 



(参考２) 
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